
 

小路町東児童遊園撤去業務委託仕様書 

 

１.目的 

この仕様書は、門真市小路町５番（以下、「小路町東児童遊園」という。）に残

置する遊具、施設等（以下、「遊具等」という。）の処分を行い更地にすること

に関して、必要な事項を定めるものである。 

 

２.適用範囲 

本仕様書及び関係する法令を遵守し、履行しなければならない。 

 

３.契約期間 

契約締結日から令和８年１月30日とする。 

 

４.履行場所 

小路町東児童遊園（門真市小路町５番） 

 

５.業務内容 

⑴ 受注者は、敷地内の遊具等（ジャングルジム、鉄棒、ベンチ、照明灯（２か

所）、引込柱（２か所）、柵（上物のみ）、すべり台等基礎、植栽）について、

適正に解体、運搬及び処分を実施する。 

⑵ 受注者は、遊具等処分後の場内の地面の高さが揃うように、不陸整地を実施す

る。 

⑶ 受注者は、小路町東児童遊園内の除草及び処分を実施する。 

 

６．処分の方法  

産業廃棄物の処分に当たっては、関係法令を遵守の上、可能な限り再資源化を図

ること。産業廃棄物管理票の提出及び保管すること。  



７．提出書類 

⑴業務着手時 

ア委託業務着手届（門真市指定のもの。） 

イ工程表 

⑵業務完了時 

ア委託業務完了届（門真市指定のもの。） 

イ業務前と業務後の全容を把握することができる写真等を含む業務報告書 

 

８．支払方法 

完了払 

 

９．留意事項 

⑴作業用道具類、消耗品、刈枝・刈草運搬等、業務に係る諸費用や処分費等につ

いては、受注者の負担とする。 

⑵業務の履行及び実施日時については、市と事前に打ち合わせの上、実施するこ

と。 

⑶事業実施前に近隣の事業所等に周知すること。 

⑷業務の履行に当たっては、安全に十分配慮すること。 

⑸作業前後及び作業中の状況が分かるように写真で適宜記録を行い、業務報告書

に添付すること。 

⑹業務の履行に当たって、第三者等に被害を与えた場合は、全て受注者の責任で

対応することとし、市は一切責任を負わない。 

⑺受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的

に使用してはならない。このことは契約の解除及び委託期間満了後も同様とす

る。 

⑻作業を実施するに際には、必要に応じて、門真市環境水道部担当課と協議を行

い、必要な申請等をするとともに、業務を実施すること。 

⑼業務の履行にあたって隣地の賃貸借を予定しており、フェンス及びブロック塀

の撤去・復旧を見込んでいる。 

⑽この仕様書に定めのない事項並びに仕様書について疑義が生じた場合は、別途

協議するものとする。 

 


